
（意見募集期間） 

令和５年 12 月 8 日(金) ～ 令和６年１月 1１日(木)まで 

第９次寒川町高齢者保健福祉計画 
(介護保険事業計画)（案） 

寒川町自治基本条例に基づくパブリックコメント

（町民意見の公募） 

概要版  

 

 

 

 

 

 

 

○計画の概要 

 計画策定の目的 

  総合計画２０４０の「個別計画」としての役割を担っており、「地域を支える つながる力 

さむかわ」を実現するために高齢者福祉施策を推進します。 

 施策の推進にあたっては、高齢者の健康づくりを支援し、要介護状態の予防、軽減を目指す

とともに介護保険制度の持続可能な運営に努め、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目

的としてまいります。 

 計画の期間 

  本計画の対象期間は、令和６(2024)年度から令和８(2026)年度までの３年間とし、第８

次計画の取り組みや方向性を承継し、団塊の世代が75歳になる令和７（2025）年、高齢者

人口がピークとされる令和22（2040）年までを踏まえ、中長期的な視点に立った取り組み

を進めていきます。 

 

○寒川町の現状 

 高齢者の現状 

  本町の総人口は、増減を繰り返しており、令和５(２０２３)年に4９,１３５人となっています。

一方で高齢者人口は年々増加し、高齢化率も緩やかに増加しており、令和５(２０２３)年に

27.5％となっています。 

    

資料：各年 10月 1日現在。令和 5(2023)年は 7月 1日。令和 5(2023)年までは寒川町住民基本台帳より 

令和６（2024）年以降は「寒川町人口ビジョン」より推計 

★本資料は概要版です。各施設に配架の、もしくは web（最終ページ参照）より全体資料をご覧ください。 
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［ 基本理念 ］ ［ 施策の方向性 ］ ［ 基本目標 ］ 

高齢者の在宅生活の意向は高く、在宅で生

活を続けるため、高齢者の生活を支える支援

体制の構築が必要です。 

（１）認知症施策の推進 

（２）在宅医療・介護連携の推進 

（３）生活支援・介護予防サービスの基盤整備

の推進 

（４）地域ケア会議の推進 

 

 
 

２ 健康保持・介護予
防の推進 

３ 高齢者の地域 
生活支援の充実 

４ 高齢者の社会 
参加の促進 

５ 介護保険サービ
スの適切な運営 

健康でいきいきとした豊かな生活を実現す

るため、健康づくり支援、生きがいづくり支援

や社会参加支援の充実に努めます。 

（１）健康保持の推進 

（２）介護予防の推進 

高齢者の権利擁護とともに虐待や差別の防

止を図り、身近な地域で相談・支援が受けら

れる体制を整えます。 

（１）情報提供・相談体制の充実 

（２）日常生活の支援 

（３）安心・安全の確保 

（４）介護家族支援 

（５）権利擁護 

高齢者が豊富な知識や経験を活かしながら

自らが支える側となって活躍できるよう、社

会参加を促進する体制づくりを目指します。 

（１）社会参加・交流の促進 
 

介護が必要になっても、住み慣れた地域で 

自分らしく、安心して生活を続けるため、基 

盤整備を進めていくとともに、介護給付の適 

正化等を進め、サービスの充実を図ります。 

（１）介護サービス・介護予防サービス 

（２）地域支援事業 

（３）必要なサービス量の確保及び質の向上 

（４）円滑なサービスの提供 
 

１ 地域包括ケア 
システムの充実 



○要支援・要介護認定者の推移 

本町の要支援・要介護認定者数は年々増加しており、令和５(２０２３)年に2,２３９人とな

っています。 

認定者数は、令和５(2023)年度で2,２00人を超え、さらに令和８(2026)年度には2,５00

人を上回る見込みとなっています。認定率は令和８(2026)年度に1８.５％と見込まれます。 

区分 
 実績   推計  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

要支援１ 250  286  328  355 369  375  

要支援２ 258  295  321  350  364  375  

要介護１ 486  510  515  528  544  556  

要介護２ 307  339  349  374  391  404  

要介護３ 252  252  272  281  291  297  

要介護４ 294  273  292  290  298  309  

要介護５ 175  170  162  168  180  185  

計 2,022  2,125  2,239  2,346  2,437  2,501  

認定率 15.1％ 15.8％ 16.6％ 17.3％ 18.0％ 18.5％ 

○施策の展開（抜粋） 

１－（１）認知症施策の推進 

  専門の支援員の配置、早期発見・早期治療への支援や、かかりつけ医等の医療と多職種の

連携も含めた、認知症高齢者を支える地域のネットワーク体制の整備・強化に取り組む、認

知症総合支援事業を実施します。 

 

２－（２）介護予防の推進 

高齢者が自ら主体的に健康や介護予防へ取り組む意識を高められるよう、感染症の拡大防

止に努めながら、予防施策をより一層推進します。 

 

３－（１）情報提供・相談体制の充実 

高齢者やその家族がサービスを十分に活用するために、サービスについての情報を行きわ

たらせ、各種相談に応じることのできる体制を充実します。 

 

４－（１）社会参加・交流の促進 

自らの経験と知識を活かした積極的な社会参加や、他者との交流など、活動の場や機会の

提供に努め、高齢者の生きがいづくりを推進します。 

 

５－（２）地域支援事業 

地域の高齢者が要介護・要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった

場合でも、可能な限り地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的

として地域支援事業を実施します。 



https://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/fukushi/koreikaigo/
koreifukushi/public_comment/17866.html

次のいずれかの方法でご意見をお寄せください。 

 

①郵 送：〒253-0196 寒川町健康福祉部 

高齢介護課 介護保険担当・高齢福祉担当 

②ＦＡＸ：0467-74-5613 

③メール：kourei＠town.samukawa.   

     kanagawa.jp 

    ▶メール二次元コードはこちら 

④電子申請システム 

▶電子申請システム二次元コードはこちら 

⑤担当課へ持参 

  受付時間：土日祝日および年末年始を除き、 

  午前 8 時 30 分から午後５時 15 分まで 

⑥資料配布閲覧場所にある意見募集箱へ直接 

 

(記入事項) 

 別添用紙の内容に沿ってご記入ください。メー

ルによる回答など用紙を用いない場合は、ご住所

等も含めて用紙と同内容を任意の様式でご記入く

ださい。 

(募集期間) 

令和５年 12 月 8 日(金)～ 

令和６年１月 1１日(木) 

ご意見の提出方法について 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お寄せいただいたご意見は、「第９次寒

川町高齢者保健福祉計画（介護保険事

業計画）」の参考にさせていただくとと

もに、町の考え方と併せてホームペー

ジ上で公表いたします。 

個別の回答は致しかねますのでご了承

ください。 

 また、ご意見の提出に際して取得し

たメールアドレス等の個人情報は、本

パブリックコメント手続きに限って使

用し、「個人情報保護法」に従い適正に

管理いたします。 

いただいたご意見について 

 

寒川町 健康福祉部 高齢介護課 

介護保険担当・高齢福祉担当 

住 所 〒253-0196 

   寒川町宮山 165 番地 

電 話 0467-74-1111 

ＦＡＸ 0467-74-5613 

お問合せ先 

https://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/fukushi/koreikaigo/koreifukushi/public_comment/17866.html
https://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/fukushi/koreikaigo/koreifukushi/public_comment/17866.html

